
 

 
 

 

平成 18年に自殺対策基本法が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがちであった自殺は広く「社会の

問題」と認識されるようになり、国を挙げて自殺対策が推進された結果、自殺者数は 3万人台から 2万人台に

減少するなど、着実に成果を上げてきました。しかし、令和 2年新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で、

11年ぶりに前年を上回り、特に小中高生の自殺者数は過去最多となり、現在も非常事態が続いております。 

佐伯市においては、令和 2年 3月に「いのちを支える佐伯市自殺対策計画」を策定し、市民、行政、企業、

関係機関・団体等が自殺予防対策を推進してきました。しかし、佐伯市の自殺死亡率は平成 30年以降年々上昇

し、全国・大分県の平均を大きく上回っています。 

今回「いのちを支える佐伯市自殺対策計画」の最終年度をむかえるにあたり、佐伯市の現状と近年の社会情

勢や市民ニーズ等を踏まえ、新たな「いのちを支える佐伯市自殺対策計画（第 2 期）」を策定して自殺

対策を強化していきます。 

『計画の期間』 令和７年度から令和 11 年度までの５年間  

  

 

１．自殺者数 

佐伯市では、平成 25年から令和 4年までの 10年間に自殺で亡くなった人は 143人であり、 

令和 4年は 15人が自殺で亡くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２．佐伯市の主な自殺者の特徴 

佐伯市の自殺者の実態をみると、自殺死亡率では、男性は 40歳代が最も高く、次いで 30歳代、 

女性は 80歳以上で全国平均より高くなっています。「働き盛り」・「高齢者」・「生活困窮者」への 

自殺予防支援の充実が、本市における優先的な課題として考えられます。 

３．佐伯市の数値目標 

項目 現状値（Ｒ4）  目標値（Ｒ11） 

自殺死亡率 
23.4 

（H30～R4年の平均自殺死亡率） 
 

15.7以下 
（R7～R11年の平均自殺死亡率） 

年間自殺者数 15人  10人未満 

いのちを支える佐伯市自殺対策計画（第２期） 
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計画策定の趣旨 

佐伯市の自殺の現状と課題 

概要版 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

自殺者数 19 12 14 17 9 14 14 14 15 15

内）男性 - - 7 16 6 9 9 11 10 12

女性 - - 7 1 3 5 5 3 5 3
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『基本理念』 

 

自殺の背景には、精神の問題だけではなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立な

どの様々な社会的要因があることが知られており、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」よりも

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回った時、自殺に追い込まれる危険性が高まります。 

佐伯市の自殺対策では、「生きることの包括的支援」として、市民一人ひとりが自分自身と身近な人に目を

向け、支えあえる地域づくり、生きやすい地域づくり、また、関係機関や団体と一層の連携を図り、共に

取り組むことを目指します。 

 

 

『施策体系』 

 

  

つながり支えあう 

誰も自殺に追い込まれることのない佐伯市を目指して 

国の自殺総合対策大綱に基づき、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない 

「基本施策」と、本市の自殺の実態から見えてきたハイリスク者に対し、特に力を入れる

べき取組である「重点施策」で構成しています。 
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基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

計画の基本理念・施策体系 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

 

基本施策３ 市民への啓発 

基本施策４ 自殺未遂者等への支援の充実 

基本施策５ 生きることを支援する体制の強化 

 

重点施策１ 働き盛りの方々への自殺対策の推進 

 

重点施策２ 高齢者への自殺対策の推進 

 

重点施策３ 子ども・若者世代への自殺対策の更なる推進・強化 

SOSの出し方に関する教育 

 

重点施策４ 生きづらさを感じる方々への自殺対策の推進 

（生活困窮者・引きこもり・困難さを抱える女性・障がい者等） 

 

 



 

 
 

 

  

１｜地域におけるネットワークの強化 

自殺の危機要因は健康問題、家庭問題、経済・生活問題、勤務問題

等、多岐にわたります。関係機関が連携・協力して実効性ある支援を

行えるよう、自殺対策に係る相談支援体制の充実とネットワーク機能

の強化を進めます。 

 

２｜自殺対策を支える人材の育成 

周囲の人の自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、必要な支援

につなぎ、見守る役割を持つ「ゲートキーパー」の養成を中心に、身近

な市民や市職員、事業主、相談を受ける者等が、市民の SOSに気づける

よう、研修の機会を拡大し、人材育成と資質の向上を図ります。 

 

 ３｜市民への啓発 

市民が自殺対策について正しい理解をすること、誰にでも起こり得る 

問題であると関心を持つこと等を、広く地域全体に向けて啓発を強化しま

す。 

また、市の広報媒体や公共施設、関係団体とも連携し、必要な時に適切

な支援を受けることができる相談窓口等を周知します。 

４｜自殺未遂者等への支援の充実 

県や医療機関、関係機関と連携して、自殺未遂者やその家族等に対す

る継続的な支援を行い、自殺未遂者の再企図を防止します。 

 

５｜生きることを支援する体制の強化 

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす活動に加え、 

「生きることの促進要因（自殺の保護要因）」を増やす取り組みを通して、

居場所づくりや相談窓口や相談体制の充実を図ります。 

 

５つの基本施策 

具体的な取組（抜粋） 

・佐伯市自殺対策連絡協議会 

・自殺対策に係る庁内検討部会 

具体的な取組（抜粋） 

・ゲートキーパーの養成事業 

・教員向け研修の充実 

・こころの健康講演会事業 

具体的な取組（抜粋） 

・自殺対策キャンペーン 

・関連した啓発図書、図書館展示 

・「こころの体温計」の活用 

具体的な取組（抜粋） 

・自殺未遂者等支援機関の連携強化 

具体的な取組（抜粋） 

・福祉の総合相談窓口 

・求職者に対する職業相談 

・民生委員、児童委員による支援や

相談活動 



 

４つの重点施策 

ゲートキーパーに 

なろう！ 

 
１｜働き盛りの方々への自殺対策の推進 

働く世代は、心理的にも社会的にも、また経済的にも負担を抱えること

が多く、こころの健康を損ないやすい状況にあります。関係機関・団体、

企業等が連携し、勤労者の仕事上の悩みの解決に向けた支援の充実に努め

ます。 

２｜高齢者への自殺対策の推進 

地域での交流の場を通じて、高齢者の孤立や閉じこもりを防止し、

住み慣れた地域や家庭で、生きがいをもって暮らせる環境づくりを進

めます。また、高齢者の介護を家族が抱え込み、高齢者を含む家庭全

体が心身ともに疲弊することがないよう、介護者への支援、地域の支

援者へつなぐ支援を広げます。 

３｜子ども・若者世代への自殺対策の更なる推進・強化、ＳＯＳの出し方に関する教育 

命の大切さ、こころの健康に関する正しい知識を啓発するとともに、

「困難やストレスに直面した児童・生徒が、信頼できる大人に助けの声

をあげられる」ように、学校の教育活動と連携し、SOS の出し方に関す

る教育を強化します。 

４｜生きづらさを感じる方々への自殺対策の推進 

佐伯市では、健康問題、経済・生活問題、学校問題、男女問題から 

自殺したいと考えることが多い現状を踏まえ、各相談体制を充実させ、

「自殺に追い込まれる」連鎖を防ぎます。 
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具体的な取組（抜粋） 

・事業場におけるメンタルヘルス 

対策促進 

・商工会議所職員や加入企業の職場

環境改善 

具体的な取組（抜粋） 

・通いの場活動支援 

・認知症介護教室 

・認知症サポーター養成講座 

具体的な取組（抜粋） 

・SOSの出し方に関する授業の実施 

・思春期保健対策 

・子どもの居場所づくり事業 

具体的な取組（抜粋） 

・暮らしとこころの相談会 

・生活困窮自立相談支援事業 

・妊娠期から子育て期まで切れ目の

ない支援 

出典：誰でもゲートキーパー手帳

（厚生労働省） 


